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職員の自己啓発等休業に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成31年３月29日 

新潟県人事委員会 

  委員長  鶴 巻  克 恕 

新潟県人事委員会規則第19－２号 

職員の自己啓発等休業に関する規則の一部を改正する規則 

職員の自己啓発等休業に関する規則（規則第19－１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

 （大学等における修学の成果をあげるために特に

必要な場合） 

第２条 自己啓発等休業条例第３条の人事委員会規

則で定める場合は、学校教育法（昭和22年法律第

26号）第97条に規定する大学院の課程（同法第 

104条第７項第２号の規定によりこれに相当する教

育を行うものとして認められたものを含む｡)又は

これに相当する外国の大学（これに準ずる教育施

設を含む｡)の課程であって、その修業年限が２年

を超え、３年を超えないものに在学してその課程

を履修する場合とする。 

 （大学等における修学の成果をあげるために特に

必要な場合） 

第２条 自己啓発等休業条例第３条の人事委員会規

則で定める場合は、学校教育法（昭和22年法律第

26号）第97条に規定する大学院の課程（同法第 

104条第４項第２号の規定によりこれに相当する教

育を行うものとして認められたものを含む｡)又は

これに相当する外国の大学（これに準ずる教育施

設を含む｡)の課程であって、その修業年限が２年

を超え、３年を超えないものに在学してその課程

を履修する場合とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則第２条に規定する大学院の課程には、学校教

育法の一部を改正する法律（平成29年法律第41号）による改正前の学校教育法（昭和22年法律第26号）第104

条第４項第２号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものを含むものとする。 

 


